
基本的施策 ３
男女共同参画意識の育成

　沼津市では前計画により、計画的に市民への男女共同参画意識啓発のための

学習機会の確保や情報発信をしてきました。

　また、平成20 年度から条例を施行し、企業を対象とした「男女共同参画推

進事業所認定制度」や地域を対象とした「男女共同参画推進モデル地区事業」

などさまざまな施策を行ってきました。

　しかし、地域や家庭などをはじめ、社会には女性の能力に対する偏見や男女

の固定的な性別役割分担意識と、それを前提とした社会のしくみや慣行はいま

だ根強く残っているのが現状です。

　そこで、地域や家庭・教育の場など、あらゆる分野において固定的な性別役

割分担意識を解消していくことが必要です。

　市民意識調査などを実施し、地域や家庭の現状把握を行うとともに、地域や

家庭などにおける男女共同参画の意識づくりに向けた学習機会の提供や、教育

に携わる者への意識改革を促すことで、教育の場での男女共同参画意識の育成

を図ります。

現状と課題

方　針
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第3章 　計 画 の 内 容

　教育・保育の場での教職員・保護者への男女共同参画意識改革や、次代を
担う子どもたちの男女共同参画意識の育成を図ります。

　地域住民の性別による固定的な役割分担を反映した慣行にとらわれること
なく、個性を活かした自由な選択を可能にする、男女共同参画意識の育成の
ため学習機会を提供します。

施策の方向

　市のあらゆる施策の推進において、男女共同参画の視点に立った施策が実
施されるよう職員の男女共同参画意識の育成を図ります。
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　あらゆる分野での男女共同参画に関する意識の育成や、環境づくりのため
の調査研究・情報収集・広報活動の充実を図ります。

　就労の場で男女がそれぞれを尊重し、性別によって差別されることなく、
個々の能力を発揮することができるよう、男女共同参画意識育成のための情
報を提供します。
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